
 

 

くるみん・えるぼしの認定通知書交付式を開催しました！  
平成２９年３月２４日、群馬労働局では、次世代育成支援対策推進法に基づく子育てサポー

ト企業（くるみん認定）として認定した株式会社ジーシーシー及び女性活躍推進法に基づく女性

活躍推進事業主（えるぼし認定）として認定した株式会社ジュンコーポレイションに対する認定

通知書交付式を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

前列左から、株式会社ジーシーシー 代表取締役 松下 弘明様、群馬労働局長 半田 和彦、株式会社

ジュンコーポレイション 代表取締役 小板橋 義和様 

  

 えるぼし認定は、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出等を行

い、女性の採用倍率や管理職比率等の認定基準を満たした企業が受けるこ

とができます。認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階あり、株式会社

ジュンコーポレイションは３段階目（最上級）の認定です。 

 くるみん認定は、子育て支援に関する「一般事業主行動計画」の策定及び

目標の達成、女性の育児休業取得率が７５％以上、男性の育児休業取得者

がいること等の基準を満たした企業が受けることができます。 

 株式会社ジーシーシーでは、計画期間内に男性１名が育児休業を取得し

ました。 








